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項目名 【整理番号 196】 子育て支援（子育ていろいろ相談センター） 

局・区の考え方 

 

〔試案〕 

１ 見直しの考え方 

 ・重複する事業を整理するとともに、地域ニーズに的確に対応して実施する

ことを基本とする 

 ・実施事業の競争性を確保する 

 

２ 見直し内容・留意事項 

子育ていろいろ相談センター 

・平成 26年度に廃止 

 

 

〔局・区の考え方〕 

 子育ていろいろ相談センター（以下、センター）は、主に 3つの機能を有して

いる。 

   ①相談機能 

    ・電話相談（平日夜間・土日祝日も開設） 

    ・面談による相談（一般相談ならびに小児科医、児童精神科医、弁護士

等による専門相談） 

   ②子育てに関する情報提供ならびに学習や交流の場の提供（市民に対する

講座・イベント等の実施） 

   ③地域の子育て支援機関に対する後方支援機能 

    ・人材育成（スタッフや子育てサークル・子育てサロン関係者等に対す

る研修等の実施） 

    ・ＮＰＯや子育てサークル等とのネットワーク作り（事業の共催等によ

る連携、情報交換や交流の機会の提供） 

    ・新たなニーズをふまえたパイロット的な事業を実施し、その成果をふ

まえ地域で実施可能なプログラム案の企画・提案等 

     

・試案をうけ、②情報提供や講座・イベントの実施については、試案のとおり、

区レベルで実施する子育て活動支援事業に集約することとする。 

・しかし、センターが有している①相談ならびに③後方支援については、下記の

条件整備が必要である。 

・①相談については、子育てに関するあらゆる悩みや疑問等について、いつでも

気軽に相談できる窓口としての機能をセンターが担っている。試案のとおり、

この機能を区役所での相談に集約するにあたり、市民サービスを低下させない
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ためには区役所における一定の体制整備が必要である。あるいは、子ども・子

育てプラザにおいて体制整備を行ったうえで移行させることなども検討の余地

がある。 

・③後方支援については、子ども・子育てプラザが区の拠点としての機能を十分

に発揮するために、事業企画のノウハウをはじめ、地域における子育て支援に

かかる人材の育成やネットワーク形成のノウハウ等、センターがもつ後方支援

機能については、少なくとも新たな基礎自治体へ移行されるまでの間は継続し、

各区子ども・子育てプラザの機能強化をはかることが必要である。 

・ただし、これらの事業を各区で実施する場合、各区における経費も必要となり、

分散化による経費の増大化を招く可能性があることから、新たな基礎自治体単

位での子育て支援を円滑に進めるためには、費用対効果の検証を十分に行うと

ともに、一定の準備期間を設けたうえで、整理を図っていくことが必要である。 

 

参考データ等 

 

・大阪市における子育て支援体制 

 

 



大阪市における子育て支援体制

　

　

　　

　　

 子　　　　ど　　　　も　　　　・　　　　子　　　　育　　　　て　　　　家　　　　庭

連
携

　ネットワーク
　活動支援
　

       保育所・幼稚園・一時・休日保育
　　　地域子育て支援拠点事業等

参加

当事者・主任児童委員・ＮＰＯ等
による子育てサロン・サークル等

住民の自主的な子育て活動公的な子育て支援事業

参加・利用

連　　携

区保健福祉センター
子育て支援室

〇子育て相談に一元的に対応
○要保護児童対策地域協議会（事務局）
〇子育てサービスの総合コーディネート

　
子ども・子育てプラザ

○子育て親子の交流促進
○子育て支援講座・親子イベントの開催
○子育てサークル・サロンなどの活動への支援
○子育てボランティアの養成や子育て講座の開催
○子育て支援に関する情報の収集・提供

連　　携

市レベル

区レベル

地域レベル

 

情報提供等　後方支援 ケースの送致

○専門的な知識・技術を要する子どもの相談に対応
○判定機能
○立入調査権・措置権
○一時保護
○児童虐待からの家族回復支援事業
○区保健福祉センター（子育て支援室）への後方支援

○教育相談（相談・通所ルーム）

　①相談機能
　　・電話相談（平日夜間。土日祝も開設）
　　・面談による相談（一般相談、専門相談）

子育ていろいろ相談センターこども相談センター
(児童相談所)

教育相談
（サテライト）

連
携　　　出張相談・通所ルーム

②移行

　　②子育てに関する情報提供ならびに学習や交流の
　　　場の提供（講座やイベント等の実施）

　　③地域の子育て支援機関に対する後方支援機能
　　（人材育成、ネットワーク作り、事業の企画提案等）

連　　携

①移行

出張

連
携

学校における
スクールカウンセラー

事業

利用

　　※ファミリー・サポート・センター本部
　　　提供会員養成講座、支部コーディネーター研修、
　　　全市的な会員研修・交流会の開催、支部間の
　　　連絡調整

相
談
・
利
用

相談

相
談
・
利
用

「子育て支援専門部会」「子育
て支援連絡会」によるネット
ワーク

※ファミリー・サポート・センター支部
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